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   連休中の部活動を行うにあたって（お願い） 

麗春の候、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また、日頃より本校の教育活動にご理

解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。 

さて、臨時休校になる直前に、八幡平市教育委員会から『学校休業日の部活動』についての通知が出され

ました。内容は以下の通りでした。 

（休校になったため、お知らせが遅くなり、申しわけありませんでした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本校においては、先週、新型コロナウィルス感染拡大による休校を行いましたが、すでに自宅待機が解除

された生徒もおり、回復傾向にあると思われます。したがって、連休中の部活動についても『感染症対策を

しっかり行う』ことで許可することといたしました。 

 とはいえ、新規感染者や自宅待機延長者なども出ている状況です。部活動は、校内での活動の中で最も感

染リスクの高い活動です。以下の点に十分気をつけて行うことをお願いいたします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 どんなに気を付けていても感染することはあります。一番つらいのは、感染した本人であること、決して

非難されることではないこととして、思いやりの心で受け止めてほしいと思います。 

感染拡大がさらに広がることを防ぐため、上記⑤のような症状がある場合には活動に参加せず、受診す

るようお願いします。ＰＣＲ検査等を受検する場合には、コロナ専用メールにてご報告ください。 

 

 なお、今後の感染拡大状況によっては、活動が制限される場合があることをご了承ください。 

１ 対象期間 

  令和４年４月 16日（土）～当面の間（今回対象となる公式大会終了時を想定） 

２ 練習試合・合同練習の相手校について 

 ・岩手地区内等（滝沢市、紫波町、矢巾町、岩手町、雫石町、葛巻町及び本市） 

 ・対戦校の市町が定める制限や対応に必ず従うこと 

３ その他 

 ・練習試合・合同練習の実施の際は、考えられる最大限の感染防止対策を講じるとともに、保護者の

承諾を得ること 

 ・部活動方針において、「１日の活動時間は、長くとも平日で２時間程度、学校の休業日は３時間程

度とする」としているが、岩手緊急事態宣言中であることを踏まえ原則２時間程度とする。ただ

し、やむを得ず校長判断により２時間を超える場合でも、最長３時間程度とする。 

① 三密を防いで活動する。（換気をこまめに行うなど） 

 ② 飛沫を受けないように活動する。（ランニングの時は、前後の距離をとり、黙走するなど） 

 ③ 可能な限り短時間で、少ない回数で、少ない人数で行う。 

 ④ 参加者名簿を作成する。（氏名、体温） 

 ⑤ 咳、喉の痛み、発熱等、体調の悪い場合は参加しない。活動場所へ行かない。参加させない。 

 ⑥ 感染に対する不安がある時は、参加しない。参加しない人を非難しない。 


